
�３ 申告及び処理の状況

区 分
課 税 価 格 納 付 税 額

被相続人の数
相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

本 年 分
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

人 千円 人 千円 人

１９，８７２ １，５７５，５５４，６７６ １６，８７７ １７７，７９４，８９０ ６，５７４

３０８ ４，２６７，２１１ ５３７ ７３５，５４６ ２４３

３ ４，４６９ ９ ２，７０５ ６

２４３ △４，５２２，７２２ ３４７ △２，３６６，２３１ １４８

－ － － － －

実 １９，８４５ １，５７５，３０３，６３４ 実 １６，８４１ １７６，１６６，９１０ ※実 ６，５７４

過 年 分

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

３２３ １６，２７１，５０５ ２９６ １，３０８，７２５ １４４

２，３７６ ３９，８０８，２４６ ４，３０２ ９，４６６，３９４ １，３２９

２７ １，１１５，６０６ ４３ ４２５，８５３ ２１

１，１４２ △１９，５７６，９５８ １，５５５ △６，６４９，７１３ ６０２

５ １０３，５３２ ５ ６，２６７ ４

実 ２８３ ３７，７２１，９３１ 実 ２８７ ４，５５７，５２６ 実 １４４

合 計
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

２０，１９５ １，５９１，８２６，１８１ １７，１７３ １７９，１０３，６１５ ６，７１８

２，６８４ ４４，０７５，４５７ ４，８３９ １０，２０１，９４０ １，５７２

３０ １，１２０，０７５ ５２ ４２８，５５８ ２７

１，３８５ △２４，０９９，６８０ １，９０２ △９，０１５，９４４ ７５０

５ １０３，５３２ ５ ６，２６７ ４

実 ２０，１２８ １，６１３，０２５，５６５ 実 １７，１２８ １８０，７２４，４３６ 実 ６，７１８

調査対象等：「本年分」は、平成１４年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１５年１０月３１日までの申告又は処理（更正、決
定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。
「過年分」は、平成１３年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１４年１１月１日から平成１５年６月３０日までの間
の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成１２年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１４年
７月１日から平成１５年６月３０日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作
成した。

（注） １ 「相続人の数」及び「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。
２ 増（減）差額の区分は差引税額（納税猶予前）の増減により判定している。

５ 相 続 税

１００




